
Ⅰ　基礎情報

都道府県・市名

合併期日

合併形式

住所　(旧市町村名も記載)

人口  (合併直近の国調)

面積

議員定数

関係市町村名

Ⅱ 関係市町村合併直前の状況

市町村名 人口　 （人） 面積　（k㎡） 議員数　（人） 高齢化比率　(%)

八日市市 45,945 52.6 20 16.83

永源寺町 6,418 181.27 12 26.41

五個荘町 12,132 16.28 14 18.26

愛東町 5,602 40.89 12 23.51

湖東町 9,113 26.53 14 22.98

合計 － 79,210 317.57 72 －

Ⅲ 関係市町村の財政状況

平成１５年度決算／ 平成１６年度予算

地方税 （千円） 地方交付税 （千円）

八日市市 16,510,678 6,733,000 1,135,301 0.884

永源寺町 4,444,673 580,125 1,397,874 0.293

五個荘町 5,411,115 1,107,193 1,355,692 0.571

愛東町 3,217,678 645,338 924,525 0.409

湖東町 4,422,000 1,218,923 960,602 0.524

合計 － 34,006,144 10,284,579 5,773,994 － －

財政力指数

記入月日：平成１７年２月２３日

77,362人（平成１２年国調）

滋賀県東近江市八日市緑町１０番５（旧八日市市）

新設合併

平成17年2月11日

滋賀県・東近江市（ひがしおうみし）

合併市に関する調査

関係市町村

関係市町村

＊数値は合併直近の決算数値を使用。ただし、平成14年4月1日以降合併の場合、合併直近の予算を記入。

歳入合計　（千円）市町村名 指定団体等の指定状況

７２人（在任特例期間平成１７年１０月３１日まで、それ以降は２４人）

八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町

317.57k㎡



Ⅸ　合併の概要

合併協議会の期日 設置年月日： 解散年月日:

   内 容

住民発議について

市町村建設計画

  基本計画の主要項目

旧市町村庁舎の利活用
回答

1

議会の議員の定数に関する特例

議会の議員の在任に関する特例

議会の議員の報酬額

地域審議会の設置について

　内 容

地方税に関する特例

  内 容

合併特例債発行限度額 (億円)

Ⅴ  その他

有 有の場合： 　　　 ８　ｹ月

残された課題について、箇条書きでご記入ください。

協議された事項

合併の方式：新設合併
合併の期日：平成１７年２月１１日
新市の名称：既存の名称を使わず公募して候補を選定（東近江市に決定）
新市の事務所：八日市市役所を新市の市役所の位置とする。（他の町役場は支所）
議会議員の定数及び任期：各市町の議員を平成１７年１０月３１日まで新市の議員として在任（在任特
                                  例）
                                  在任特例後の新市の議会定数は２４人。ただし最初の選挙に限り市
                                  町毎に選挙区を設ける
農業委員会の委員の定数及び任期：平成１７年７月１９日までは農業委員会等に関する法律第３４条を
                                 適用し合併関係市町の農業委員会をそのまま引き継ぐ新市の農業委
                                 員会の選挙は選挙区を設け実施する
特別職の身分：特別職については、法令に基づき合併の日の前日に失職
　　　　　 　　常勤特別職は、新市で新に選任
　　　　　　 　行政委員会の特別職は法令に基づき調整
財産の取扱い：すべて新市に引継ぐ
　　　　　　 　甲津畑財産区有財産は、甲津畑財産区有財産として新市に引き継ぐ
慣行の取扱い：市章は合併時までに決定し、新市で制定
              市民憲章、市の花、木、鳥および歌、各種宣言については、新市において制定の必要性を
              含め検討
一部事務組合等の取扱い：合併の日の前日で脱退し、新市で合併の日に加入する組合、合併の日の前日を
                         もって脱退する組合、合併時に統合再編する組合、新市に引き継ぐ公社、新
                         市で新たに事務委託内容を締結するものとに分け対応する。

都市計画税を全市に広げるか、廃止するか
上水道料金の統一時期
幼、小、中の学校給食のあり方
幼、小のスクールバスのあり方

都市計画税　不均一課税を行う（合併後５年以内に見直し）　

３５０億円

有

・合併協議会の開催
・情報紙の発行
・ホームページの開設
・住民説明会の開催
・新市まちづくり計画の策定

・市民主体のまちづくり自治システムの構築
・地域の一体感を生む市民間交流の推進
・多様な交流活動の展開
・お互いを認め合う人権尊重のまちづくり
・一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現

東近江市役所本庁、支所として活用

計画の期間：平成１６年度～平成２６年度

無

無 有の場合：        －   名

電算システムの統合 1.新規システムの構築　2.既存システムの活用　3.相互システムの活用　4.その他　から選択

平成15年6月27日 平成17年2月10日

月額：３４０，０００円～１６０，０００円（特例期間は各市町の報酬額。特例期間終了後は３７０，０００

無

特になし

主要項目について、簡単な内容を含め10項目ご記入ください。(例：庁舎の位置 等)


